
 

別紙１ 

 

松山市ひきこもり居場所づくり事業業務委託仕様書 

 

 

１．委託業務名     
松山市ひきこもり居場所づくり事業業務 

 

２．業務の目的    
松山市（以下、「甲」という。）では、ひきこもり居場所づくり事業によって、ひきこもり状態にあ 

る者（以下、「ひきこもり当事者」という。）の自立支援を促進するため、ひきこもり状態から一歩を 

踏み出し、安心して過ごすことのできる居場所に集い、他利用者又はスタッフとのコミュニケーショ 

ンを図り、相談支援や他の社会資源への参加支援に繋げるための連携を図るなど社会との繋がりを持 

つことを目的とする。また、本業務はひきこもり居場所づくり事業業務を業務経験や技術を有する事 

業者（以下、「乙」という。）に委託することにより、適正かつ確実に履行することを目的とする。 

 

３．名称       
りすタートベース 

 

４．履行期間     
委託期間：契約締結日から令和９年３月３１日 

  開設期間：令和８年７月１日から令和９年３月３１日 

 

５．履行場所     
松山市内１拠点 

 

６．支援対象者     
年齢が１５歳～５９歳で市内に住所を有するひきこもり当事者 

※１８歳までの高校在学中の方は対象外 

※ただし、中学卒業後利用が見込まれる方に対しての定着するための支援はこの限りではない 

           

７．利用人数     
定員を５名程度とするが、新規の利用者等急な来所があれば受け入れること。 

 

８．開所日時     
週１日、１日５時間以上（１０：００－１５：００の開所を想定） 

※ただし祝日及び１２月２９日から１月３日は除く。臨時休業を行う場合は、甲と協議し了承を 

 得たうえで行うものとする。 

 

９．業務内容 
（１）居場所づくり事業 

ひきこもり当事者が安心して通える環境の居場所づくりを行い、ひきこもり当事者とのコミュニ

ケーションや、ひきこもり当事者同士のコミュニケーションの仲介役を担う。また、ひきこもり当

事者が安心して過ごし、社会と繋がりが持てるような、くつろぎと交流の場となることを基本とし

ながら、企画運営を工夫し、多様な方が参加しやすい環境づくりに努め、ITの活用などひきこもり

当事者各々の能力を生かせるような居場所づくりに努めること。 

（２）相談支援 

必要に応じて他の機関と連携し、適切な相談支援機関に繋ぐこと。 

（３）民間団体との連携事業 

ひきこもり当事者の状況に応じて必要とされる民間事業者や市民活動団体等との連携を行い、ひ

きこもり当事者が居場所以外にも社会との繋がりを持てるよう支援すること。 

（４）その他市長が必要と認める事業 

相談の記録・会議・研修等への参加、甲が実施するひきこもり対策事業の任意事業等に参加する

こと。 



 

 

１０．設備概要     
乙が市内で用意した場所において以下の設備を備えること。 

・ひきこもり当事者同士やスタッフ等とのコミュニケーションを図るに十分なスペース 

・相談支援を行うにふさわしい個室等 

・静養室 

 

１１．職員配置     
スタッフを常時１名以上配置。 

※他業務との兼務が可能だが、保健・医療・福祉・教育等の資格者が相談を受ける体制を整えて 

おく。 

 

１２．利用料 

ひきこもり当事者の施設の利用は原則無料とする。ただし、イベント等での原材料費、交通費等 

の実費負担については、甲と乙が協議の上徴収することができる。 

 

１３．防災 

（１）乙は、甲との連携のもとに災害等の発生に備えて具体的な計画及びマニュアルを作成し、必要な 

施設設備を設けるとともに、定期的に訓練を行うなどして迅速に対応できるようにしておくこと。 

また、災害等が発生した場合には、利用者の安全確保を最優先にし、災害等の状況に応じた適切な 

対応をとること。 

（２）大雨・洪水・高潮・暴風・南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等の発表により災害の発生が予 

想される場合は、事前に甲に連絡を行い閉所について協議すること。ただし、開所後に地震・津波 

や気象状況等の変化により閉所することとした場合は、適切な避難行動等をとり、利用者の安全を 

十分に確保の上対応すること。 

 

１４．事故防止と対応 
   事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、マニュアルに沿っ 

た訓練又は研修を行いスタッフ等の間で共有すること。また、事故やケガが発生した場合には、適 

切な処置を行うとともに、事故報告書を作成し、事故発生後速やかに甲に報告をすること。 

 

１５．保険加入 
   乙は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う 

こと。 

 

１６．事業の報告及び総括 
   乙は、次の書類を作成し、指定の期日までに市に提出すること。 

（１）乙は、前月までに実施した松山市ひきこもり居場所づくり事業について、松山市ひきこもり対策 

事業実施状況月報及び支援記録等を、毎月１０日までに甲に提出すること。 

（２）当該年度の受託期間終了後、松山市ひきこもり対策事業実施実績報告書を、遅滞なく甲に提出す 

ること。 

 

１７．個人情報の保護及び情報セキュリティ 
   乙は、本事業を実施する当たり、個人情報の取扱いは別記個人情報取扱特記事項を遵守するとと 

もに、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護を徹底するこ 

と。 

 

１８．費用 
事業の実施に係る費用については、以下のとおりとする。 

（１）業務に必要な机、椅子、パソコン、電話機など必要最低限の備品・機器類は乙が用意すること。

また委託業務履行に必要な電気・ガス・水道・電話・FAX 機・電子複写機・インターネット等に係

る必要経費も乙の負担とする。 

（２）ひきこもり居場所等以外の事業を同施設内で行う場合は、使用範囲等を明確にすること。 

（３）法令に適合していることの証明（消防署及び建築主事等との議事録等）が不十分で、消防法及び

建築基準法を遵守していることが確認できない場合の工事費は乙の負担とする。 



 

（４）乙は、甲から貸与された備品について、本契約終了後、速やかに返却すること。その際、乙の責 

に帰すべき汚損等は、報告することとする。 

 

１９．再委託について 
   乙は本事業を一括して第三者に委託し又は請け負わせることはできない。ただし、本事業の一部 

について書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

２０．その他 
   本仕様書に定めのない事項及び業務実施中に疑義が生じた場合については、甲と乙による協議の

上決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 別記 

   

 個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は，この契約による事務を処理するに当たっては，個人情報（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」と

いう。）第２条第８項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。）保護の重要性を認識し，個人の

権利利益を侵害することのないよう，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「個人情報保護法」という。）を始めとする関係法令に従い，個人情報を適正に取り扱わなけれ

ばならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は，この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，

又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後も，同様とする。 

 （管理体制等の事前通知） 

第３ 受注者は，この契約による事務の責任者及び当該事務に従事する者を明確にし，その管理体

制，実施体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について，発注者に，あらか

じめ，通知するものとする。なお，変更する場合も，同様とする。 

 （従事者への周知） 

第４ 受注者は，この契約による事務に従事する者に対し，在職中及び退職後においても，この契

約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用し

てはならないこと，これに違反した場合は，個人情報保護法又は番号法の規定に基づき処罰される

場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 （従事者への監督及び教育） 

第５ 受注者は，この契約による事務に従事する者に対し，個人情報の適正な取扱いについて監督

及び教育を行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第６ 受注者は，この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは，その目的を明

確にし，当該事務を処理するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により収集しなければな

らない。 

 （使用等の禁止） 

第７ 受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務に関して知り得た

個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し，又は第三者に提供してはならない。 

 （安全確保の措置） 

第８ 受注者は，この契約による事務に係る個人情報の漏えい，滅失及び毀損の防止その他の安全

確保の措置を講じなければならない。 

 （持ち出しの禁止） 

第９ 受注者は，この契約による事務を処理するために必要な範囲を超えて，受注者がこの契約に

よる事務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはなら

ない。 

 （複写等の禁止） 

第１０ 受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務を処理するため

に発注者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第１１ 受注者は，この契約による事務を処理するために発注者から引渡しを受け，又は受注者が

収集し，若しくは作成した個人情報が記録された資料等を，この契約が終了し，又は解除された後

直ちに発注者に返還し，又は引き渡さなければならない。ただし，発注者が別に指示したときは，

当該指示した方法により処理するものとする。 

 （報告義務） 

第１２ 受注者は，発注者に対し，この契約の遵守状況について発注者が指示する頻度で定期的に

報告しなければならない。 

 



 

 （事故報告義務） 

第１３ 受注者は，この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ，又は生じるおそれがあるこ

とを知ったときは，速やかに発注者に報告し，その指示に従わなければならない。この契約が終了

し，又は解除された後も，同様とする。 

 （取扱要領等の作成） 

第１４ 受注者は，個人情報の適正な管理の確保を図るため，個人情報の取扱いに関する要領等を

作成し，発注者に報告しなければならない。ただし，発注者が必要でないと認めた場合は，この限

りでない。 

 （実地検査） 

第１５ 発注者は，この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において，受注者における

事務の管理体制，実施体制及び個人情報の管理の状況を年１回以上，原則として実地検査により確

認するものとし，受注者はこれに協力しなければならない。 

 （勧告） 

第１６ 発注者は，受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるときは，

受注者に対し，必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

 （再委託の制限） 

第１７ 受注者は，この契約による事務における個人情報の処理を自ら行うものとし，やむを得ず

第三者（委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会

社をいう。）を含む。以下同じ。）に再委託するときは，あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。 

２ 受注者は，発注者の承諾によりこの契約による事務における個人情報の処理を第三者に委託す

るときは，この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を当該第三者にも遵守させ

るものとし，受注者はそのために必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

３ 受注者が発注者の承諾によりこの契約による事務における個人情報の処理を再委託した場合

において，発注者は，受注者を通じて又は発注者自らが再委託先に対し，第１５に規定する措置を

実施するものとし，再委託先はこれに協力しなければならない。 

４ 発注者又は受注者は，再委託先のこの契約による事務における個人情報の取扱いが不適当と認

めるときは，再委託先に対し，必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

５ 前４項の規定は，再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第１８ 発注者は，受注者が本特記事項に違反していると認めたときは，契約の解除及び損害賠償

の請求をすることができるものとする。 

 （漏えい等が発生した場合の責任） 

第１９ 受注者は，この契約による事務に係る個人情報の漏えい，滅失，毀損その他の事態が発生

した場合において，その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは，その

損害を賠償しなければならない。 

 

 

 


